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◎閣議決定人事（任命につき両議院の同意を求めるの件）

1．人事官（1名）
かわ もと ゆう こ

（早稲田大学大学院経営管理研究科教授） 川本裕子(新任）

2．食品安全委員会委員（6名）
わき

（(地独)静岡市立静岡病院理事兼病院長補佐） 脇
かわ

（元国立医薬品食品衛生研究所所長） 川
あさ

（国際医療福祉大学薬学部教授） 浅
い

（日本獣医生命科学大学応用生命科学部教授） 伊
（吉

か

（お茶の水女子大学基幹研究院教授）香
たか

（科学ジャーナリスト） 高
（松

まさ こ

昌子(新任）
とおる

徹(再任）
さとし

哲(新任）
みつる

充(再任）

充）

控
西
の
野
軍
藤
田
訓
西
能
原
永

ｊ

みどり(再任）
わ き ・

和紀(新任）

和紀）

3．預金保険機構理事（2名）
おお つか

（(株)東京クレジットサービス代表取締役社長） 大塚
ふく た

（警察庁長官官房付） 福田

みつ

充(新任）
のぶ

信(新任）

碇
英
塞
正

4．国地方係争処理委員会委員（5名）
きく ち よう いち

（弁護士、元広島高等裁判所長官） 菊池洋一(新任）
やま だ とし お

． （東京都立大学法学部教授、元さいたま地方裁判所長） 山田俊雄(新任）
こ たか しよう

（(株)北海道二十一世紀総合研究所副社長執行役員） 小高 咲(新任）
せい いち とも こ

（西南学院大学法学部教授）勢一智子(新任）
つじ たく や

（一橋大学大学院法学研究科教授） 辻 琢也(再任）

5．公害等調整委員会委員（2名）
わこ う とし ひこ

（富士通(株)シニアアドバイザー、元総務省総務審議官） 若生俊彦(新任）
おお はし よう いち

（学習院大学専門職大学院法務研究科教授） 大橋洋一(新任）



6． 日本銀行政策委員会審議委員（1名）
なか がわ じゅん 二

（野村アセットマネジメント(株)CEO兼代表取締役社長） 中川順子(新任）

7．労働保険審査会委員（1名）
き けい すけうえ

(医師）植木敬介(新任）

8． 中央社会保険医療協議会公益委員（2名）
あき やま み き

（慶應義塾大学環境情報学部教授） 秋山美紀(再任）
いい づか とし あき

（東京大学大学院経済学研究科教授） 飯塚敏晃(新任）

9．運輸審議会委員（1名）

だ
、
閏

たか しわ

(元日本通運(株)常勤監査役） 和 貴志(再任）



(案1）

内閣人第

令和3年

号－1

月 日

衆議院議長1

参議院議長I
あて（各通）

内閣総理大臣

下記の者を人事官に任命いたしたいので､国家公務員法第5条第1項の規定

に基づき貴院の同意を求めます。

記

（6月21日任期満了の一宮なほみの後任） 川本裕子

I



(案2）

内閣人第 号－2

令和3年 月 日

、

衆議院議長

参議院議長
ノ

内閣総理大臣

下記の者を食品安全委員会委員に任命いたしたいので、食品安全基本法

29条第1項の規定に基づき貴院の同意を求めます。第2

記

30日任期満了の佐藤

日任期満了によ

日任期満了の吉田

日任期満了によ

洋の後任）

る再任）

緑の後任）

る再任）

脇
川
浅
伊
吉
香
高
松

ｉ

ｆ

昌子

徹

哲

充

充）

みどり

和紀

和紀）

(6月

(同

(同

(同

西
野
藤
田
西
原

(同 日任期満了による再任）

(同 日任期満了の堀口逸子の後任）

永



(案3）

内閣人第 号－3

令和3年 月 日

）
衆議院議長

参議院議長

あて（各通）

内閣総理大臣

下記の者を預金保険機構理事に任命いたしたいので、預金保険法第26条

第1項の規定に基づき貴院の同意を求めます。

記

(9月7日任期満了の手塚明良の後任）

(同 日任期満了の内藤浩文の後任）

大塚英充

福田正信



(案4）

内閣人第

令和3年

号－4

月 日

}…‘
衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

下記の者を国地方係争処理委員会委員に任命いたしたいので、地方自治法

第250条の9第1項の規定に基づき貴院の同意を求めます。

記

． （4月16日任期満了の富越和厚の後任）

（同 日任期満了の成瀬純子の後任）

（同 日任期満了の牛尾陽子の後任）

（同 日任期満了の齋藤誠の後任）

（同 日任期満了による再任）

菊池洋

山田俊

小高

勢一智

辻 琢

一

雄
咲
子
也



(案5）

内閣人第

令和3年

５
日

ロ
ー
ワ
ロ
刀

｡

衆議院議長1

参議院議長1

I

あて（各通）

内閣総理大臣

下記の者を公害等調整委員会委員に任命いたしたいので､公害等調整委員会

設置法第7条第1項の規定に基づき貴院の同意を求めます。

記

若生俊彦

大橋洋一

（6月30日任期満了の松田隆利の後任）

（同 日任期満了の高橋滋の後任）



(案6）

内閣人第

令和3年

号－6

月 日

、

衆議院議長

〉 あて（各通）

参議院議長ノ

内閣総理大臣

下記の者を日本銀行政策委員会審議委員に任命いたしたいので、日本銀行法

第23条第2項の規定に基づき貴院の同意を求めます。

記

(6月29日任期満了の西田貴子の後任） 中川順子



(案7）

内閣人第

令和3年

号－7

月 日

J…”
衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

下記の者を労働保険審査会委員に任命いたしたいので、労働保険審査官及

び労働保険審査会法第27条第1項の規定に基づき貴院の同意を求めます。

記

(6月30日任期満了の渡邉英寿の後任） 植木敬介



(案8）

８
日

号
月

第
年
人
３
閣
和
内
令

｝"惨”
衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

下記の者を中央社会保険医療協議会公益委員に任命いたしたいので､社会保

険医療協議会法第3条第6項の規定に基づき貴院の同意を求めます。

記

秋山美紀

飯“塚敏晃

(6月20日任期満了による再任）

(6月14日任期満了の荒井耕の後任）

ノ



q

(案9）

内閣人第

令和3年

号－9

月 日

あて（各通）

内閣総理大臣

下記の者を運輸審議会委員に任命いたしたいので、国士交通省設置法

第18条第1項の規定に基づき貴院の同意を求めます。

記

（7月5日任期満了による再任） 和田貴志



府人第262号

令和3年3月24日

内閣総理大臣菅義偉殿

内閣総理大臣菅義偉 （公E哨哨

【

食品安全委員会委員、預金保険機構理事及び公害等調整委員会委員の任命について

標記の件について､別紙のとおり発令いたしたいので､各規定に基づく両議院の同意が得ら

れるようよろしくお取り計らし願いますb



別紙

○食品安全基本法（第29条第1項）

((地独）静岡市立静岡病院理事兼病院長補佐）

(元国立医薬品食品衛生研究所所長）

(国際医療福祉大学薬学部教授）

(日本獣医生命科学大学応用生命科学部教授）

脇

川西

浅野

伊藤

(吉田

香西

高原

(松永

り
ｊ

子
ｊ
ど
紀
紀

昌
徹
哲
充
充
み
和
和

(お茶の水女子大学基幹研究院教授）

(科学ジャーナリスト）

食品安全委員会委員に任命する（各通）

○預金保険法（第26条第1項）

((株）東京クレジットサービス代表取締役社長、

元（株）三菱東京UFJ銀行執行役員国際審査部長）
(警察庁長官官房付（元福岡県警察本部長)）

大塚英充

福田正信

預金保険機構理事に任命する（各通）

○公害等調整委員会設置法（第フ条第1項）

(富士通（株）シニアア夢バイザー、元総務省総務審議官）

(学習院大学専門職大学院法務研究科教授）

若生俊彦

大橋洋一

公害等調整委員会委員に任命する（各通）

リ



総官秘秘第41号

令和3年3月 24 日

内閣総理大臣菅義偉殿

総務大臣 武田 良太

国地方係争処理委員会委員の任命について

標記について、地方自治法第250条の9第1項の規尻

の同意を得られるよう、 よろしくお取り計らい願います。

0条の9第1項の規定に基づき、両議院

記

国地方係争処理委員会委員

菊池洋一

山田俊雄

小高咲

勢一智子

辻琢也

上以



厚生労働省発人0324第6号

令和3年3月之4日

内閣総理大臣菅義偉殿

1

＄

’
厚生労働大臣田村憲久

§

労働保険審査会委員及び中央社会保険医療協議会公益委員の任命につき

両議院の同意を求めることについて ’

標記委員を任命するため、労働保険審査官及び労働保険審査会法第27条第1項の規

定に基づき植木敬介について、社会保険医療協議会法第3条第6項の規定に基づき秋山

美紀及び飯塚敏晃について、両議院の同意を得られるようよろしくお取り計らい願いま

す。



号
日
４
４
４
２
２
月
２
３
第
年
人
３
官
和
国
令

内閣総理大臣 菅 義偉殿

国士交通大臣赤羽一嘉

（ 公印省略 ）

運輸審議会委員の任命につき両議院の同意を得ることについて 》

標記について、下記の者を運輸審議会委員に任命したいので、国士交通省設置

法第18条第1項の規定に基づき両議院の同意を得るようよろしくお取り計らい

願います。

記

和田貴志委員

以上

、



人事官

かわもと ゆう こ

川本裕子

生年月日昭和33年5月31日(62歳）

東京大学文学部社会心理学科卒業

(槻東京銀行入行

英国オックスフォード大学大学院留学

同 経済学關発経済学）

修士言瀧修了

マッキンゼー．アンド・カンパニー日本支社入社

同 S/〈三ｱ造エクスパート

早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授

(掬大防薊券取弓|所社外取締役

㈱ミレアホ､一ルディングス社外監査役

ヤマノ､発動機(棚社外取締役

トムソン・ロイター発起人株会社理事

(槻三菱UFJフィナンシャル・グループ

非難執行取締役

国家公安委員会委員(令和元年12月まで）

昭和57年s月

4月

61年9月

63年7月

朋
胡
明
朗
胡
胡
明
朗

平成13年

16年

脾
岼
畔
碑

１
２
２
２

26年12月

28年4月

令和2年6月

6月

6月

10月

早稲田

ソフ鴨バンクグループ(槻社外取締役

パナソニック㈱社外取締役

(槻新生銀行社外取締役

早稲田大学ガバナンス＆サステナピリテイ研究所所長

早稲田大学大学院経営管理研究科教授（辞職予定）

早稲田大学ガバナンス＆サステナビリティ研究所所長

(辞職予定）

トムソン・ロイター発起人株会社理事（辞職予定）

ソフトバンクグループ(株)社外取締役（辞職予定）

パナソニック(株)社外取締役（辞職予定）

(株)新生銀行社外取締役（辞職予定）

現 職



食品安全委員会委員

わき まさこ

脇昌子

生年月 日昭和29年4月13日 (66歳）

徳島大学医学部医学科卒業

国立循環器病センターレジデント

医学博士聴島大学）

国立循環器病センター臨床栄養科医長

静岡市立静岡病院（平成28年に地方独立行政法人）

内分泌・代謝内科科長

京都大学医学部臨床教授

（地独）静岡市立静岡病院理事芽輻ﾘ病院長

同 内分泌・代謝内科主任斜長

同 理事兼病院長補佐

昭和54年

56年

62年

平成8年

13年

1

月
月
月
月
月

３
６
４
９
４

月
月
月
月

３
４
４
４

年
年
年

２
８
２

２
２

和令

職 （地独）静岡市立静岡病院理事兼病院長補佐僻職予定）

同 内分泌・代謝内科主任科長

（辞職予定）

京都大学医学部臨床教授僻職予定）

現



食品安全委員会委員

かわにし とおる

川西 徹

生年月 日昭和27年6月14日 （68歳）

東京大学薬学部卒業

同 大学院薬学系研究科修士課程修了

国立衛生試験所安全性生物試験研究センタ

昭和51年

53年

月
月
月

３
３
４

1

薬理部ー

研究員

薬学博士（東京大学）

国立医薬品食品衛生研究所生物薬品部長
年
年
年
年
年
年

Ｏ
４
８
３
５
０

６
１
１
２
２
３

軸
月
月
月
月
月
月

９
４
４
３
４
７

薬品部長

副所長

所長

(常勤）

同
同
同

食品安全委員会委員

職食品安全委員会委員（常勤）現

ノ



食品安全委員会委員

あさの さとし

浅野哲

生年月 日昭和34年9月16日 (61歳） ウ

富山医科薬科大学薬学部薬科学科卒業

同 大学院薬学研究科博士前期（修士）課程修了

帝人鰊）入社（同年5月から生物医学研究所研究員）

医学博士艤浜市立大学）

米国環境健康科学研究所客員研究員

帝人雌）医薬開発研究所グループ統括

グラクソ・スミスクライン（株）筑波研究所マネージャー

同 PMS部マネージャー

昭和59年

61年

月
月
月
月
月
月
月
月
月

３
３
４
７
０
２
８
１
９

１

平成7年

年
年
年
年

９
４
９
１

１
１
２ 国際医嬬畠祉大学薬学部教授

職国際医療福祉大学薬学部教授（辞職予定）現



食品安全委員会委員

いとう みつる

伊藤充
よしだ みつる

(通称：吉田充）

生年月 日昭和31年9月22日 (64歳）

東京大学農学部農封上学科卒業

同 大学院農学系研究科修士課程修了

農林水産省農業技術研弼研究員

同 農業環境技術研究所主任研究官

農学博士東京大学）

農林水産省食品総合研究所主任研究官

同 状態分析研究室長

（独）食品総合研究所状態分析研究室長

（独）農業・食品産業技術総合研究機構

食品総合研究所食品分析研究領域状態分析ユ

同 食品分析研究領域長

日本獣医生命科学大学応用生命科学部教授

食品安全委員会委員（非常勤）

月
月
月
月
月
月
月
月
月

３
ｓ
４
４
３
４
０
４
４

１

年
年
年
年
年
年
年
年

４
６
２
３
０
１
３
８

５
５
１
１
１
１

嗽

日禾昭

ニット長

年
年
年

１
５
０

２
２
Ｓ

月
月
月

４
４
７

矛

職日本獣医生命科学大学応用生命科学部教授

食品安全委員会委員俳常勤）

現



食品安全委員会委員

かさい

香西みどり

生年月 日昭和SO年5月26日 (65歳）

お茶の水女子大学家政学部卒業

日新製糖鰊）研究部

お茶の水女子大学大学院家政学研究科修士課程修了

同 家政学部教務補佐員

同 生活科学部助手

学術博士（お茶の水女子大学）

お茶の水女子大学生活科学部助教授

同 教授

同 大学院人間文化創成科学研究科教授

同 基幹研究院教授

食品安全委員会委員（非常勤）

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

３
４
３
４
４
２
４
２
４
４
７

１
１

年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
９
６
７
１
８
９
７
０

５
５
１
１
１
２
３

軸

日禾召Ⅱ

ざ

職お茶の水女子大学基幹研究院教授

食品安全委員会委員（非常勤）

現



食品安全委員会委員

たかはら わき

高原和紀
まつなが わき

腫称：松永和紀）

生年月日昭和38年11月28日 （57歳）

昭和62年

平成元年

京都大学農学部卒業

同 大学院農学研究科修士課程修了

（株）毎日新聞社記者

科学ジャーナリストとして独立

(－社jフードコミュニケーションコンパス代表

(～28年5月）

月
月
月
月
月

３
３
４
５
３

11年

23年

職科学ジャーナリス賑現



預金保険機構理事

おおつか ひでみつ

大塚英充

生年月日昭和SB年9月22日 (62歳）

昭和57年3月慶應義塾大学経済学部卒業
4月 （株)東京銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行

平成18年1月 （株)三菱東京UFJ銀行（現(株)三菱UFJ銀行）
シンガポール支店副支店長

19年9月同 国際審査部長
21年6月同 執行役員国際審査部長
12月 兼中小企業金融円滑化室室長
22年5月同 執行役員香港総支配人

兼香港支店長
24年5月同 執行役員監査部長
25年5月同 執行役員本部賛事役
6月退職
6月 （株)東京クレジットサービス代表取締役専務

28年6月同 代表取締役副社長

29年6月同 代表取締役社長

現職（株)東京クレジットサービス代表取締役社長(辞職予定) ､



預金保険機構理事

ふくた まさのぷ

福田正信

生年月日昭和40年12月1日 (55歳）

東京大学経済学部卒業
警察庁入庁
長崎県警察本部刑事部捜査第二課長
愛知県警察本部警備部公安第一課長
国税庁課税部所得税課国税実査官・倉吉税務署長
警察庁長官官房人事課付
同 生活安全局地域課課長補佐
同 生活安全企画課課長補佐
愛知県警察本部刑事部捜査第二課長
警察庁刑事局刑事企画課課長補佐
宮崎県警察本部警務部長
人事院事務総局人材局研修指導課専門官
（人事院行政官国内研究員（司法修習コース)）
警察庁長官官房企画官
兼生活安全局生活安全企画課理事官
同 生活安全局少年課少年保護対策室長
兼生活安全局付
経済産業省北海道経済産業局総務企画部長
警察大学校生活安全教養部長
警察庁生活安全局生活経済対策管理官
島根県警察本部長
警察庁長官官房国家公安委員会会務官
栃木県警察本部長
内閣府大臣官房少子化・青少年対策審議官
兼大臣官房審議官（共生社会政策担当・死因究明
福岡県警察本部長

警察庁長官官房付

･死因究明担

昭和63年

平成3年
4年
6年
7年

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

３
４
７
９
６
７
８
３
８
８
９
４
０

Ｘ
１

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

８
０
２
４
６
７
９
０
２
４
５
７
８
０
２
３

１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
３

和令

3月

月
月
月
月
月
月
月

７
８
３
９
８
１
１

〒

当）
月
月
１
２

警察庁長官官房付（辞職予定）現職



国地方係争処理委員会委員

きくち

菊池
よういち

洋一

生年月日 昭和28年8月27日 （67歳）

東京大学法学部卒業

東京地方裁判所判事補

法務省大臣官房司法法制部長

東京高等裁判所判事

徳島地方・家庭裁判所長

京都地方裁判所長

東京高等裁判所判事部総括

広島高等裁判所長官

定年退官

弁護士登録

桃尾・松尾・難波法律事務所勤務

昭和51年S月

53年4月

平成18年6月

f

月
月
月
月
月
月
月

１
３
９
６
０
ｓ
１

１
ｌ

年
年
年
年
年
年

０
２
３
５
９
０

２
２
２
２
２
３

現 職弁護士（桃尾・松尾・難波法律事務所）



国地方係争処理委員会委員

やまだ としお

山田俊雄

昭和29年2月25日 （67歳）生年月日

東京大学法学部卒業

大阪地方裁判所判事補

東京地方裁判所判事

司法研修所教官

証券取引等監視委員会事務局次長

東京地方裁判所判事部総括

函館地方・家庭裁判所長

東京地方・家庭裁判所立川支部長

東京高等裁判所判事部総括

さいたま地方裁判所長

定年退官

首都大学東京（現東京都立大学）法学部教授

弁護士登録

小澤英明法律事務所勤務

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
５
１
３
７
９
’
３
４
６
９
１

５
５
１
１
１
１
２
２
２
２
Ｓ

和
成
昭
平

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

３
４
４
３
７
７
３
７
６
ｓ
２
４
７令和 元年

少

職東京都立大学法学部教授

弁護士（小澤英明法律事務所）

現

3



：国地方係争処理委員会委員

こたか しよう

小高咲

生年月日 昭和37年6月21日 (58歳）

東京大学法学部卒業

日本銀行入行

同 業務局参事役

同 文書局参事役

同 札幌支店長

同 退職

（株）北海道二十一世紀総合研究所副社長執行役員

昭和61年 月
月
月
月
月
月
月

３
４
６
０
６
７
８

１

年
年
年
年

６
７
９
２

２
２
２
成
和
平
令

現 職 （株）北海道二十一世紀総合研究所副社長執行役員



国地方係争処理委員会委員

せいいち ともこ

勢一智子

昭和45年5月5日 (50歳）生年月日

九州大学法学部卒業

同 大学院法学研究科修士課程修了（修士）

同 大学院法学研究科博士課程単位修得退学

平成 年
年
年

５
７
０１

月
月
月
月
月
月

３
３
３
４
４
４

西南学院大学法学部講師

同 法学部助教授

同 法学部教授

13年

19年

職西南学院大学法学部教授現



国地方係争処理委員会委員

っじたくや

辻琢也

生年月日 昭和37年8月18日 (58歳）

東京大学教養学部卒業

東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位修得満期退学

（平成6年2月博士号取得）

同 教養学部助手

埼玉大学大学院政策科学研究科講師

同 助教授

政策研究大学院大学政策研究科助教授

同 教授

一橋大学大学院法学研究科教授

同 副学長（～28年11月）

同 理事・副学長（～SO年11月）

国地方係争処理委員会委員（非常勤）

昭和60年3月

平成2年7月

月
月
月
月
月
月
月
月
月

８
０
１
０
４
４
２
２
４

１
１

１
１

年
年
年
年
年
年
年
年

４
６
９
５
７
６
ｇ
ｏ

１
１
２
２
３

現 職 一橋大学大学院法学研究科教授

国地方係争処理委員会委員（非常勤）



公害等調整委員会委員

わこう としひこ

若生俊彦

昭和32年5月19日 （63歳）生年月日

早稲田大学政治経済学部卒業

行政管理庁採用

総務庁行政監察局監察官

総務省行政管理局管理官

同 行政評価局評価監視官

同 大臣官房参事官（総務課担当）

同行政評価局総務課長

同 大臣官房会計課長

内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）

命内閣官房行政改革推進室次長（～24年9月）

兼命内閣官房行政改革実行本部事務局審議官（～24年12月）

総務省大臣官房審議官（行政管理局担当）

同 行政管理局長

内閣官房内閣人事局人事政策統括官（行政組織担当）

総務省総務審議官（行政制度担当）

退職

富士通(株)シニアアドバイザー

年
年
年
年
年
年
年
年
年

６
６
０
３
５
７
８
０
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５
５
１
１
１
１
１
２
２

和
成
昭
平

月
月
月
月
月
月
月
月
月

３
４
７
１
８
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24年 月
月
月
月
月
月
月
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９
６
５
７
７
１

年
年
年
年

５
６
９
元

２
２
２

和Ａ洞

1

現 職 富士通(株)シニアアドバイザー（辞職予定）



公害等調整委員会委員

よういち

洋一
おおはし

大橋

生年月日 昭和34年7月20日 (61歳）

静岡大学人文学部法学科卒業

東京大学大学院法学政治学研究科公法専攻修士課程修了

同 博士課程修了

九州大学法学部助教授

同 法学部教授

同 大学院法学研究科教授

同 大学院法学研究院教授

同 名誉教授

学習院大学専門職大学院法務研究科教授

同 法務研究科長（～29年3月）

月
月
月
月
月
月
月
月

３
ｓ
３
４
７
４
４
０１

年
年
年
年
年
年
年
年

７
９
３
ｓ
０
１
２
９

５
５
６
６
１
１
１
１

和
成
昭
平

25年4月

現 職学習院大学専門職大学院法務研究科教授



日本銀行政策委員会審議委員

なかがわ じゆん こ

中川順子

生年月 日 昭和40年7月26日 (55歳）

神戸大学文学部卒業

野村證券(株)入社

同 財務部ファイナンシャル・プランニング課長

同 退社

野村ﾝvﾚｽケア・サポート＆アFバイザリー(株)代表取締役社長

野村ホーノレデイングス(株)マネージング･ディレクター(ColeputyCFO)

同 執行役財務統括責任者(cFo)

同 執行役員グループ・インターナル・オーディット担当

野村アセットマネジメント(株)執行役専務兼ﾁｰﾌ“リスク・オフイサー(CRO)

同 CEO兼代表取締役社長

野村ホールディングス(槻執行役アセット・マネジメント部門長

昭和63年 月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

３
４
７
３
４
６
４
４
４
４

１
１
２
２
２
２
２
３

成平 年
年
年
年
年
年
年
年

●

３
６
０
２
３
５
９
１

現 職 野村アセットマネジメント(#)CEO兼代表取締役社長（辞職予定）

酎林一ルディングス(槻執行役アセット･マネジメント部門長(辞職予定）



労働保険審査会委員

うえき けいすけ

植木敬介

生年月日昭和33年3月20日(63歳）

昭和 東京大学医学部医学科卒業

寺岡記念病院脳神経外科医員(～61年3月）

米国ﾒｲﾖｰｸﾘﾆｯｸ脳神経外科臨床フェロー

医学博士(東京大学）

米国マサチューセッツ総合病院･ハーバード大

学脳神経外科神経腫瘍学研究室フェロー

東京大学医学部脳神経外科助手

濁協医科大学医学部講師脳神経外科講座）

同 助教授(同講座）

同 准教授(同講座）

濁協医科大学病院腫瘍センター(現総合がん

診療センター)長(兼任）

濁協医科大学医学部教授(脳神経外科講座）

57年3月

59年10月

3年6月

5年5月

7月

f

平成

瑚
明
明
胡
明

眸
岼
碑
昨
岬

１
１
１
２

」
■

10月

現職濁協医科大学医学部教授

兼濁協医科大学病院総合がん診療センタ
ー長(辞職予定）

P



中央社会保険医療協議会公益委員

あきやまみき

秋山美紀

生年月日昭和43年2月13日(53歳）

慶應義塾大学法学部政治学科卒業

(株)仙台放送入社

ロンドン大学政治経済大学院修士課程修了

慶應義塾大学大学院政策･メディア研究科博
士課程修了

同 総合政策学部専任講師

同 医学部兼担講師

同 総合政策学部准教授

同 医学部兼担准教授

同 環境情報学部准教授

同 大学院政策･メディア研究科委員

同 大学院医学研究科博士課程修了

同 環境情報学部教授

同 医学部兼担教授

同 大学院健康マネジメント研究科委員

中央社会保険医療協議会公益委員(非常勤）

月
月
月
月

３
４
１
２
１
１

年
年
年

３
３
８
１
工

成
成
成

平
平
平

朔
娚
胡
明
明
娚
明
胡
胡
娚
胡

１

年
年
年
年
年
年
年

１
２
２

９
１
２

４
７
９

２
２
２

－
兀禾日令

現職慶應義塾大学環境情報学部教授

同 医学部兼担教授

同 大学院政策･メディア研究科委員

同 大学院健康マネジメント研究科委員

中央社会保険医療協議会公益委員(非常勤）



中央社会保険医療協議会公益委員
ト

いいづか としあき

飯塚敏晃

生年月日昭和39年6月24日(56歳）

東京大学工学部航空学科卒業

同 大学院工学系研究科航空学専攻修士課程修了

(株)コーポレイトディレクション入社

米国ｺﾛﾝピｱ大学国際行政大学院修士課程修了

米国バﾝダｰピﾙﾄ大学ｵｰｳｪﾝ経営大学院助教授

米国カワフォルニア大学ロスアンジェルス校

博士課程修了(経済学PhD取得）

青山学院大学大学院国際ﾏﾈジﾒﾝﾄ研究科助教授
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国
家
公
務
員
法
（
抄
）

（
昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日
法
律
第
百
二
十
号
）

（
職
員
）

第
四
条
人
事
院
は
、
人
事
官
三
人
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
組
織
す
る
。

②
人
事
官
の
う
ち
一
人
は
、
総
裁
と
し
て
命
ぜ
ら
れ
る
。

〔
第
三
項
及
び
第
四
項
略
〕

（
人
事
官
）

第
五
条
測

’
事ヨ

官
は
、
人
格
が
高
潔
で
、
民
主
的
な
統
治
組
織
と
成
績
本

位
の
原
則
に
よ
る
能
率
的
な
事
務
の
処
理
に
理
解
が
あ
り
、
か
つ
、
人

事
行
政
に
関
し
識
見
を
有
す
る
年
齢
三
十
五
年
以
上
の
者
の
う
ち
か

ら
、

②
人
事
官
の
任
免
は
、
天
皇
が
認
証
す
る
。

③
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
人
事
官
と
な
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

一
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者

二
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
又
は
第
四
章
に
規
定
す
る
罪
を

犯
し
、
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

三
第
三
十
八
条
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
者

ー

④
任
命
の
日
以
前
五
年
間
に
お
い
て
、
政
党
の
役
員
、
政
治
的
顧
問
そ

の
他
こ
れ
ら
と
同
様
な
政
治
的
影
響
力
を
有
す
る
政
党
員
で
あ
っ
た
者

又
は
任
命
の
日
以
前
五
年
間
に
お
い
て
、
公
選
に
よ
る
国
若
し
く
は
都

道
府
県
の
公
職
の
候
補
者
と
な
っ
た
者
は
、
人
事
院
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
人
事
官
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑤
人
事
官
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
の
二
人
が
、
同
一
の
政
党

に
属
し
、
又
は
同
一
の
大
学
学
部
を
卒
業
し
た
者
と
な
る
こ
と
と
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。

（
宣
誓
及
び
服
務
）

第
六
条
人
事
官
は
、
任
命
後
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

最
高
裁
判
所
長
官
の
面
前
に
お
い
て
、
宣
誓
書
に
署
名
し
て
か
ら
で
な

け
れ
ば
、
そ
の
職
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

②
第
三
章
第
七
節
の
規
定
は
、
人
事
官
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

（
任
期
）

第
七
条
人
事
官
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。
但
し
、
補
欠
の
人
事
官
は
、

前
任
者
の
残
任
期
間
在
任
す
る
。

②
人
事
官
は
、
こ
れ
を
再
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
引
き
続
き

十
二
年
を
超
え
て
在
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

③
人
事
官
で
あ
っ
た
者
は
、
退
職
後
一
年
間
は
、
人
事
院
の
官
職
以
外

の
官
職
に
、
こ
れ
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



（
人
事
官
の
給
与
）

第
十
条
人
事
官
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

（
総
裁
）

第
十
一
条
人
事
院
総
裁
は
、
人
事
官
の
中
か
ら
、
内
閣
が
、
こ
れ
を
命

ず
る
。

②
人
事
院
総
裁
は
、
院
務
を
総
理
し
、
人
事
院
を
代
表
す
る
。

③
人
事
院
総
裁
に
事
故
の
あ
る
と
き
、
又
は
人
事
院
総
裁
が
欠
け
た
と

き
は
、
先
任
の
人
事
官
が
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

（
人
事
院
会
議
）

第
十
二
条
定
例
の
人
事
院
会
議
は
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
少
な
く
と
も
一
週
間
に
一
回
、
一
定
の
場
所
に
お
い
て
開
催
す

る
こ
と
を
常
例
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
略
〕

（
人
事
院
の
職
員
の
兼
職
禁
止
）

第
十
五
条
人
事
官
及
び
事
務
総
長
は
、
他
の
官
職
を
兼
ね
て
は
な
ら
な

い
。

附
則
（
抄
）

第
三
条
第
五
条
第
五
項
に
い
う
大
学
学
部
に
は
、
旧
大
学
令
（
大
正
七

年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
学
部
及
び
旧
専
門
学
校
令
（
明

治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
も
の
と
す

プ
（
》
○



鷺

食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
五
月
二
十
三
日
法
律
第
四
十
八
号
）
（
抄
）

『
第
三
章
食
品
安
全
委
員
会

（
設
置
）

第
二
十
二
条
内
閣
府
に
、
食
品
安
全
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

く
◎（

所
掌
事
務
）

第
二
十
三
条
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

や

フ
◎

）
を
置

’
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
（
※
１
）
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
意
見
を
述
べ

ブ
（
》
↑
』
、
進
一
」
。
。

二
次
条
の
規
定
（
※
２
）
に
よ
り
、
又
は
自
ら
食
品
健
康
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
。

三
前
号
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
食
品
健
康
影
響
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
、
食
品
の
安

全
性
の
確
保
の
た
め
講
ず
べ
き
施
策
に
つ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
を
通
じ
て
関
係
各
大

臣
に
勧
告
す
る
こ
と
。

四
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
食
品
健
康
影
響
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
講
じ
ら
れ

る
施
策
の
実
施
状
況
を
監
視
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣

を
通
じ
て
関
係
各
大
臣
に
勧
告
す
る
こ
と
。

※

Ｐ
■

五
食
品
の
安
全
性
の
確
保
の
た
め
講
ず
べ
き
施
策
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議

し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ

と
0

六
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
科
学
的
調
査
及
び

研
究
を
行
う
こ
と
。

七
第
二
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
関
係
者
相
互
間
の
情
報
及
び
意
見

1

の
交
換
を
企
画
し
、
及
び
実
施
す
る
こ
と
。

内
閣
総
理
大
臣
は
、
食
品
安
全
委
員
会
及
び
消
費
者
委
員
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
食

品
の
健
康
影
響
評
価
の
実
施
《
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
等
に
関
す
る
体
制
の
整
備
等
に
関

す
る
基
本
的
事
項
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※
２
関
係
各
大
臣
は
、
食
品
衛
生
法
に
よ
り
食
品
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た

2

め
食
品
の
販
売
を
禁
止
す
る
場
合
、
農
薬
取
締
法
に
よ
り
原
材
料
に
照
ら
し
農
作
物
、
人

畜
等
に
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
農
薬
を
指
定
す
る
場
合
、

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
飼
料
添
加
物
を
指
定
す

る
場
合
等
に
は
、
食
品
安
全
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
は
、
前
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
食
品
健
康
影
響
評
価
を
行
っ
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
、
関
係
各
大
臣
に
対
し
て
、
そ
の
食
品
健
康
影
響
評
価
の
結
果
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



4
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委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
っ
た
と
き
、
又
は
第
一
項
第
三
号
若
し

く
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
通
知
に
係
る
事

項
又
は
そ
の
勧
告
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

関
係
各
大
臣
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
基
づ
き
講
じ

た
施
策
に
つ
い
て
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
組
織
）

第
二
十
八
条
委
員
会
は
、
委
員
七
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

2

委
員
の
う
ち
三
人
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
委
員
の
任
命
）

’

第
二
十
九
条
委
員
は
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の

2

う
ち
か
ら
、

委
員
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
閉
会
又
は

●
国
Ｐ

3

衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
内
閣
総

理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち

ミ力

ら
、
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
で
両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
得
ら
れ
な
い
と

き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
直
ち
に
そ
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

卜

6

｡

（
委
員
の
任
期
）

第
三
十
条
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任

23

者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
委
員
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
引

き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
委
員
の
罷
免
）

第
三
十
一
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な

い
と
認
め
る
場
合
又
は
委
員
に
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非

行
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
罷
免
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
服
務
）

●
●

第
三
十
二
条
委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

23

そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

委
員
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
積
極
的
に

政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

常
勤
の
委
員
は
、
在
任
中
、
内
閣
総
理
大
臣
の
許
可
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
報

酬
を
得
て
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金
銭
上
の
利
益
を



夕

目
的
と
す
る
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
委
員
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

（
委
員
長
）

■
■

第
三
十
四
条
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
常
勤
の
委
員
の
う
ち

23

か
ら
こ
れ
を
定
め
る
。

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
常
勤
の
委
員
が
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
三
十
五
条
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

234

委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
三
人
以
上
の
委
員
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、

議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委

員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
の
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三
項

に
規
定
す
る
委
員
は
、
委
員
長
と
み
な
す
。

夕

（
専
門
委
員
）

第
三
十
六
条
委
員
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
専
門
委
員
を
置

234

く
こ
と
が
で
き
る
。

る

専
門
委
員
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

◎

P

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解

任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。



K

亀

預
金
保
険
法（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
（
抄
）

第
二
章
預
金
保
険
機
構

（
役
員
）

第
四
節
役
員
等

第
二
十
四
条
機
構
に
、
役
員
と
し
て
理
事
長
一
人
、
理
事
四
人
以
内
及
び
監
事
一

人
を
置
く
。

（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
）

第
一

一

23

■→

1
五
条
理
事
長
は
、
機
構
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
総
理
す
る
。

理
事
は
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
を
代
表
し
、
理
事
長
を
補

佐
し
て
機
構
の
業
務
を
掌
理
し
、
理
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代

理
し
、
理
事
長
が
欠
員
の
と
き
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

監
事
は
、
機
構
の
業
務
を
監
査
す
る
。

４
監
事
は
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
へ
理
事
長

又
は
内
閣
総
理
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
任
命
）

第
二
十
六
条
例
創
削
１
両
調
陶
伽
司
罰
剖
矧
司
１
吋
鯏
織
剰
対
園
洲
倒
矧
制
副
１

23

役
員
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
欠
員
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
閉
会

又
は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
役
員
を
任
命
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
に
お
い
て
両
議
院
の
事
後
の

承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
議
院
の
事
後
の
承
認

が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
直
ち
に
そ
の
役
員
を
解
任
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
任
期
）

第
二
十
七
条
役
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

3 2

役
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

役
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
役
員
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま

で
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
役
員
の
欠
格
条
項
）

第
二
十
八
条
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
）
は
、
役

員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
役
員
の
解
任
）

第
二
十
九
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
役
員
が
前
条
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と

2

き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

内
閣
総
理
大
臣
は
、
役
員
が
第
十
九
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
、

そ
の
他
役
員
た
る
に
適
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
役
員
の
兼
職
禁
止
）

第
三
十
条
役
員
（
監
事
を
除
く
。
）
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
の
役
員
と
な
り
、

又
は
自
ら
営
利
事
業
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承

認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
代
表
権
の
制
限
）

第
三
十
一
条
機
構
と
理
事
長
又
は
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
者
は
、
代
表
権
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
監
事
が
機
構
を
代
表

す
る
。

（
代
理
人
の
選
任
）

第
三
十
一
条
の
二
理
事
長
は
、
機
構
の
職
員
の
う
ち
か
ち
、
機
構
の
業
務
の
一
部



噂

に
関
す
る
一
切
の
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の
行
為
を
行
う
権
限
を
有
す
る
代
理
人
を

選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
職
員
の
任
命
）

第
三
十
二
条
機
構
の
職
員
は
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

（
役
員
等
の
秘
密
保
持
義
務
等
）

第
三
十
三
条
第
二
十
二
条
及
び
霊
一
十
三
条
の
規
定
は
、
役
員
及
び
職
員
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

①
回

●
凸

●

Ｉ

､

● ◆

■

■

LF



（
組
織
）

第
二
百
五
十
条
の
八
委
員
会
は
、
委
員
五
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

２
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
二
人
以
内
は
、
常
勤
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
委
員
）

第
二
百
五
十
条
の
九

（
設
置
及
び
権
限
）

第
二
百
五
十
条
の
七
総
務
省
に
、
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
（
以
下
本
節
に
お
い
て

『
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２
委
員
会
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
又
は
都
道
府
県
の
関
与
の
う
ち
国

の
行
政
機
関
が
行
う
も
の
（
以
下
本
節
に
お
い
て
「
国
の
関
与
』
と
い
う
。
）
に
関
す

る
審
査
の
申
出
に
つ
き
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事

項
を
処
理
す
る
。

第
一
款
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会

第
二
節
国
と
普
通
地
方
公
共
団
体
と
の
間
並
び
に
普
通
地
方
公
共
団
体
相
互
間
及
び

普
通
地
方
公
共
団
体
の
機
関
相
互
間
の
紛
争
処
理

２
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
三
人
以
上
が
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治

団
体
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

３
委
員
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
国
会
の
閉
会
又

は
衆
議
暁
の
解
散
の
た
め
に
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
総

務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
の

う
ち
か
ら
、
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
に
お
い
て
両
議
院
の
事
後
の
承

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

隅
垂
忌
を
得
て
。
鯰
務
大
宝
が
任
命

ｌ
委
員
は
、
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
調
厨
釧

認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
議
院
の
事
後
の
承
認
が
得

ら
れ
な
い
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
直
ち
に
そ
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

６
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
委
員
は
、
後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で

引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

８
総
務
大
臣
は
、
委
員
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
、
又
は
禁
銅
以
上
の
刑
に

処
せ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
総
務
大
臣
は
、
両
議
競
の
同
意
を
得
て
、
次
に
掲
げ
る
委
員
を
罷
免
す
る
も
の
と

す
る
。

一
委
員
の
う
ち
何
人
も
属
し
て
い
な
か
っ
た
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に

新
た
に
三
人
以
上
の
委
員
が
属
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者

の
う
ち
二
人
を
超
え
る
員
数
の
委
員

二
委
員
の
う
ち
一
人
が
既
に
属
し
て
い
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
新
た
に
二

人
以
上
の
委
員
が
属
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
う
ち
一

人
を
超
え
る
員
数
の
委
員

加
総
務
大
臣
は
、
委
員
の
う
ち
一
一
人
が
既
に
属
し
て
い
る
政
党
そ
の
他
の
政
治
団

体
に
新
た
に
属
す
る
に
至
っ
た
委
員
を
直
ち
に
罷
免
す
る
も
の
と
す
る
。

側
総
務
大
臣
は
、
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め

る
と
き
、
又
は
委
員
に
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
委
員
を
罷
免
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

枢
委
員
は
、
第
四
項
後
段
及
び
第
八
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除

く
ほ
か
、
そ
の
意
に
反
し
て
罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

側
委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い

た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

川
委
員
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
積
極
的

に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

〕



第
二
款
国
地
方
係
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
審
査
の
手
続

（
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
）

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
百
五
十
条
の
＋
一
一
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
今
云
謹
癖
）

第
皇
百
五
十
条
の
十
一
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

２
委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
兵
人
以
上
の
委
員
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、

議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
委
員
会
の
議
事
は
へ
出
席
者
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
の
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
三

項
に
規
定
す
る
委
員
は
、
委
員
長
と
み
な
す
。

（
委
員
長
）

第
二
百
五
十
条
の
十
委
員
会
に
、
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定

め
る
。

２
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職

務
を
代
理
す
る
。

帽
常
勤
の
委
員
は
、
在
任
中
、
総
務
大
臣
の
許
可
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
報
酬
を

得
て
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金
銭
上
の
利
益
を
目

的
と
す
る
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

州
委
員
は
、
自
己
に
直
接
利
害
関
係
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
議
事
に
参

与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

Ｗ
委
員
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

第
二
百
五
十
条
の
十
三
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
は
、
そ
の
担

任
す
る
事
務
に
関
す
る
国
の
関
与
の
う
ち
是
正
の
要
求
、
許
可
の
拒
否
そ
の
他
の
処

分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
も
の
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
不
服
が

あ
る
と
き
は
、
委
員
会
に
対
し
、
当
該
国
の
関
与
を
行
っ
た
国
の
行
政
庁
を
相
手
方

と
し
て
、
文
書
で
、
審
査
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
第
二
百
四
十
五
条
の
八
第
二
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

二
第
二
百
四
十
五
条
の
八
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
に
代
わ
っ
て

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
係
る
事
項
を
行
う
こ
と
。

三
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
二
百
四
十
五
条
の
八
第
十
黒
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
指
示

四
第
二
百
五
十
二
条
の
十
七
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

第
二
百
四
十
五
条
の
八
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
の
規
定
に
基

づ
き
市
町
村
長
に
代
わ
っ
て
前
号
の
指
示
に
係
る
事
項
を
行
う
こ
と
。

２
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
は
、
そ
の
担
任
す
る
事
務
に
関
す

る
国
の
不
作
為
（
国
の
行
政
庁
が
、
申
請
等
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
相
当
の

期
間
内
に
何
ら
か
の
国
の
関
与
の
う
ち
許
可
そ
の
他
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使

に
当
た
る
も
の
を
す
べ
き
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
以
下
本

節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
委
員
会
に
対
し
、
当
該
国
の
不
作

為
に
係
る
国
の
行
政
庁
を
相
手
方
と
し
て
、
文
書
で
、
審
査
の
申
出
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
は
、
そ
の
担
任
す
る
事
務
に
関
す

る
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
法
令
に
基
づ
く
協
議
の
申
出
が
国
の
行
政
庁
に
対
し

て
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
協
議
に
係
る
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
義
務

を
果
た
し
た
と
認
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
は
、
委
員
会

に
対
し
、
当
該
協
議
の
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
を
相
手
方
と
し
て
、
文
書
で
、

審
査
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
は
、
当
該
国
の
関
与
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十

日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
同
項
の
規
定
に
よ
る
審

査
の
申
出
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ



（
審
査
及
び
勧
告
）

第
二
百
五
十
条
の
十
四
委
員
会
は
、
自
治
事
務
に
関
す
る
国
の
関
与
に
つ
い
て
前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
審
査
を
行
い
、

相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
の
行
っ
た
国
の
関
与
が
違
法
で
な
く
、
か
つ
、
普
通
地

方
公
共
団
体
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
尊
重
す
る
観
点
か
ら
不
当
で
な
い
と
認
め
る

と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
当
該
審
査
の
申
出
を
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体

の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
及
び
当
該
国
の
行
政
庁
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を

公
表
し
、
当
該
国
の
行
政
庁
の
行
っ
た
国
の
関
与
が
違
法
又
は
普
通
地
方
公
共
団
体

の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
尊
重
す
る
観
点
か
ら
不
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
国
の
行
政
庁
に
対
し
、
理
由
を
付
し
、
か
つ
、
期
間
を
示
し
て
、
必
要
な
措
置
を

講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
勧
告
の
内
容
を
当
該
普
通
地
方
公
共

団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
通
知
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２
委
員
会
は
、
法
定
受
託
事
務
に
関
す
る
国
の
関
与
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
審
査
を
行
い
、
相
手
方
で
あ
る

国
の
行
政
庁
の
行
っ
た
国
の
関
与
が
違
法
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し

の
限
り
で
な
い
。

５
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
は
、
そ
の

理
由
が
や
ん
だ
日
か
ら
一
週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
に
係
る
文
書
を
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ

る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
に

規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事

業
者
に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
第
二
百
六
十
条
の
二
第
十
一
一
項
に

お
い
て
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
で
提
出
し
た
場
合
に
お
け
る
前
二
項
の
期
間
の
計

算
に
つ
い
て
は
、
送
付
に
要
し
た
日
数
は
、
算
入
し
な
い
。

７
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
（
以
下
本
款
に
お
い
て
「
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申

出
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
相
手
方
と
な
る
べ
き
国
の
行
政
庁
に

対
し
、
そ
の
旨
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
Ｊ
口

（
関
係
行
政
機
関
の
参
加
）

第
二
百
五
十
条
の
十
五
委
員
会
は
、
関
係
行
政
機
関
を
審
査
の
手
続
に
参
加
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
を
し
た
普
通
地

方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
、
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
若
し
く
は
当

該
関
係
行
政
機
関
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
当
該
関
係
行
政
機
関
を
審
査
の

手
続
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
行
政
機
関
を
審
査
の
手
続
に
参
加
さ
せ
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
を
し
た
普
通
地
方

て
そ
の
旨
を
当
該
審
査
の
申
出
を
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機

関
及
び
当
該
国
の
行
政
庁
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
、
当
該
国
の
行

政
庁
の
行
っ
た
国
の
関
与
が
違
法
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
国
の
行
政
庁
に

対
し
、
理
由
を
付
し
、
か
つ
、
期
間
を
示
し
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を

勧
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
勧
告
の
内
容
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他

の
執
行
機
関
に
通
知
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
委
員
会
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
審
査
を
行
い
、
当
該
審
査
の
申
出
に
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を

付
し
て
そ
の
旨
を
当
該
審
査
の
申
出
を
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執

行
機
関
及
び
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
、

当
該
審
査
の
申
出
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
国
の
行
政
庁
に
対
し
、

理
由
を
付
し
、
か
つ
、
期
間
を
示
し
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す

る
と
と
も
に
、
当
該
勧
告
の
内
容
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行

機
関
に
通
知
し
、
か
つ
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
委
員
会
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該

審
査
の
申
出
に
係
る
協
議
に
つ
い
て
当
該
協
議
に
係
る
普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ
の

義
務
を
果
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
結
果
を
当
該
審

査
の
申
出
を
辿
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
及
び
相
手
方
で
あ

る
国
の
行
政
庁
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
及
び
勧
告
は
、
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
臼
か
ら
九
十

日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
の
取
下
げ
）

第
二
百
五
十
条
の
十
七
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
を
し
た
普
通
地
方
公
共
団

体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
は
、
第
二
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で

の
規
定
に
よ
る
審
査
の
結
果
の
通
知
若
し
く
は
勧
告
が
あ
る
ま
で
又
は
第
二
百
五
十

条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
調
停
が
成
立
す
る
ま
で
は
、
い
つ
で
も
当
該
国
の

関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
の
取
下
げ
は
、
文
書
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
拠
調
べ
）

第
二
百
五
十
条
の
十
六
委
員
会
は
、
審
査
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
を
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の

執
行
機
関
、
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
若
し
く
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
審
査
の
手
続
に
参
加
し
た
関
係
行
政
機
関
（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
参
加
行
政
機

関
』
と
い
う
。
）
の
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
次
に
掲
げ
る
証
拠
調
べ
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
適
当
と
認
め
る
者
に
、
参
考
人
と
し
て
そ
の
知
っ
て
い
る
事
実
を
陳
述
さ
せ
、

又
は
鑑
定
を
求
め
る
こ
と
。

｜
｜
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
所
持
人
に
対
し
、
そ
の
物
件
の
提
出
を
求
め
、
又
は
そ

の
提
出
さ
れ
た
物
件
を
留
め
置
く
こ
と
。

三
必
要
な
場
所
に
つ
き
検
証
を
す
る
こ
と
。

四
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
を
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の

執
行
機
関
、
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
若
し
く
は
参
加
行
政
機
関
又
は
こ
れ
ら

の
職
員
を
審
尋
す
る
こ
と
。

２
委
員
会
は
、
審
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
を

し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
、
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁

及
び
参
加
行
政
機
関
に
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
及
び
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
並
び
に
当
該

関
係
行
政
機
関
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
百
五
十
条
の
二
十
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
審
査
及
び

勧
告
並
び
に
調
停
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
五
款
普
通
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
又
は
都
道
府
県
の
関
与
に
関
す
る
訴
え

（
調
停
）

第
二
百
五
十
条
の
十
九
委
員
会
は
、
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
が
あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
権
に
よ
り
、
調
停
案
を
作
成
し

て
、
こ
れ
を
当
該
国
の
関
与
に
関
す
る
審
査
の
申
出
を
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の

長
そ
の
他
の
執
行
機
関
及
び
相
手
方
で
あ
る
国
の
行
政
庁
に
示
し
、
そ
の
受
諾
を
勧

告
す
る
と
と
も
に
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
調
停
案
に
係
る
調
停
は
、
調
停
案
を
示
さ
れ
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

そ
の
他
の
執
行
機
関
及
び
国
の
行
政
庁
か
ら
、
こ
れ
を
受
諾
し
た
旨
を
記
載
し
た
文

書
が
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
と
き
に
成
立
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
委
員
会
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
及
び
調
停
の
要
旨
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
及
び
国
の
行
政
庁
に
そ
の
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
行
政
庁
の
措
置
等
）

第
二
百
五
十
条
の
十
八
第
一
一
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に

よ
る
委
員
会
の
勧
告
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
国
の
行
政
庁
は
、
当

該
勧
告
に
示
さ
れ
た
期
間
内
に
、
当
該
勧
告
に
即
し
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と

も
に
、
そ
の
旨
を
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

委
員
会
は
、
当
該
通
知
に
係
る
事
項
を
当
該
勧
告
に
係
る
審
査
の
申
出
を
し
た
普
通

地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
に
通
知
し
、
か
つ
「
こ
れ
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
．

２
委
員
会
は
、
前
項
の
勧
告
を
受
け
た
国
の
行
政
庁
に
対
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

講
じ
た
措
置
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
国
の
関
与
に
関
す
る
訴
え
の
提
起
）

第
二
百
五
十
一
条
の
五
第
二
百
五
十
条
の
十
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

審
査
の
申
出
を
し
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
は
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
高
等
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
審
査
の
申
出
の
相

手
方
と
な
っ
た
国
の
行
政
庁
（
国
の
関
与
が
あ
っ
た
後
又
は
申
請
等
が
行
わ
れ
た
後

に
当
該
行
政
庁
の
権
限
が
他
の
行
政
庁
に
承
継
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
他
の
行
政

庁
）
を
被
告
と
し
て
、
訴
え
を
も
っ
て
当
該
審
査
の
申
出
に
係
る
違
法
な
国
の
関
与

の
取
消
し
又
は
当
該
審
査
の
申
出
に
係
る
国
の
不
作
為
の
違
法
の
確
認
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
違
法
な
国
の
関
与
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る

場
合
に
お
い
て
、
被
告
と
す
べ
き
行
政
庁
が
な
い
と
き
は
、
当
該
訴
え
は
、
国
を
被

告
と
し
て
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
二
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
委
員
会
の
審

査
の
結
果
又
は
勧
告
に
不
服
が
あ
る
と
き
。

二
第
一
一
百
五
十
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
行
政
庁
の
措
置
に
不
服
が

あ
る
と
き
。

三
当
該
審
査
の
申
出
を
し
た
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し
て
も
、
委
員
会
が
第
二
百

五
十
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
勧
告
を
行
わ

な
い
と
き
。

四
国
の
行
政
庁
が
第
二
百
五
十
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
な

い
と
き
。

２
前
項
の
訴
え
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
前
項
第
一
号
の
場
合
は
、
第
二
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
委
員
会
の
審
査
の
結
果
又
は
勧
告
の
内
容
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら

三
十
日
以
内

一
一
前
項
第
二
号
の
場
合
は
、
第
二
百
五
十
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
員

会
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

三
前
項
第
三
号
の
場
合
は
、
当
該
審
査
の
申
出
を
し
た
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し

た
日
か
ら
三
十
日
以
内

四
前
項
第
四
号
の
場
合
は
、
第
二
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
に
よ
る
委
員
会
の
勧
告
に
示
さ
れ
た
期
間
を
経
過
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

Ｄ
Ｏ
Ｃ
凸

（
普
通
地
方
公
共
団
体
の
不
作
為
に
関
す
る
国
の
訴
え
の
提
起
）

第
二
百
五
十
一
条
の
七
第
二
百
四
十
五
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
是
正
の
要
求
又
は
第
二
百
四
十
五
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
指
示
を
行
っ
た
各
大
臣
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
高

等
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
是
正
の
要
求
又
は
指
示
を
受
け
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の

不
作
為
（
是
正
の
要
求
又
は
指
示
を
受
け
た
普
通
地
方
公
共
団
体
の
行
政
庁
が
、
相

当
の
期
間
内
に
是
正
の
要
求
に
応
じ
た
措
置
又
は
指
示
に
係
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
講
じ
な
い
こ
と
を
い
う
。
以
下
一
」
の
項
、

３
第
一
項
の
訴
え
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
区
域
を
管
轄
す
る
高
等
裁
判
所

の
管
轄
に
専
属
す
る
。

４
原
告
は
、
第
一
項
の
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
文
書
に
よ
り
、
そ
の

旨
を
被
告
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
高
等
裁
判
所
に
対
し
、
そ
の
通
知
を
し
た

日
時
、
場
所
及
び
方
法
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
当
該
高
等
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
と
き
は
ゞ
速
や
か
に
口
頭

弁
論
の
期
日
を
指
定
し
、
当
事
者
を
呼
び
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
期
日
は
、

同
項
の
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
の
日
と
す
る
。

６
第
一
項
の
訴
え
に
係
る
高
等
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
上
告
の
期
間
は
、
｜
週
間

と
す
る
。

７
国
の
関
与
を
取
り
消
す
判
決
は
、
関
係
行
政
機
関
に
対
し
て
も
効
力
を
有
す
る
。

８
第
一
項
の
訴
え
の
う
ち
違
法
な
国
の
関
与
の
取
消
し
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

行
政
事
件
訴
訟
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
八
条
第
二

項
、
第
十
一
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第

三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
準
用
し
な
い
。

９
第
一
項
の
訴
え
の
う
ち
国
の
不
作
為
の
違
法
の
確
認
を
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

行
政
事
件
訴
訟
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
四
十
条
第

二
項
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
準
用
し
な
い
。

扣
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
主
張
及
び
証

拠
の
申
出
の
時
期
の
制
限
そ
の
他
審
理
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判

所
規
則
で
定
め
る
。



次
条
及
び
第
二
百
五
十
星
条
の
十
七
の
四
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
普
通

地
方
公
共
団
体
の
行
政
庁
（
当
該
是
正
の
要
求
又
は
指
示
が
あ
っ
た
後
に
当
該
行
政

庁
の
権
限
が
他
の
行
政
庁
に
承
継
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
他
の
行
政
庁
）
を
被
告
と

し
て
、
訴
え
を
も
っ
て
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
不
作
為
の
違
法
の
確
認
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
当
該
是
正
の
要
求
又
は
指
示

に
関
す
る
第
一
一
百
五
十
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
を
せ
ず

（
審
査
の
申
出
後
に
第
二
百
五
十
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
審
査
の

申
出
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
、
か
つ
、
当
該
是
正
の
要
求
に
応
じ

た
措
置
又
は
指
示
に
係
る
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
。

二
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
当
該
是
正
の
要
求
又
は
指
示

に
関
す
る
第
二
百
五
十
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
申
出
を
し
た
場

合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
き
。

イ
委
員
会
が
第
二
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査

の
結
果
又
は
勧
告
の
内
容
の
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
普
通
地
方
公

共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
第
二
百
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
当
該
是
正
の
要
求
又
は
指
示
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
の
提
起
を
せ
ず

（
訴
え
の
提
起
後
に
当
該
訴
え
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
場
合
を
含
む
。
ロ
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
か
つ
、
当
該
是
正
の
要
求
に
応
じ
た
措
置
又
は
指
示
に
係
る
措

置
を
講
じ
な
い
と
き
。

口
委
員
会
が
当
該
審
査
の
申
出
を
し
た
日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し
て
も
第
二
百

五
十
条
の
十
四
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
又
は
勧
告
を
行
わ
な

い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
第

一
一
百
五
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
是
正
の
要
求
又
は
指
示
の
取

消
し
を
求
め
る
訴
え
の
提
起
を
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
是
正
の
要
求
に
応
じ
た
措

置
又
は
指
示
に
係
る
措
置
を
講
じ
な
い
と
き
。

２
前
項
の
訴
え
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
は
、
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

一
前
項
第
一
号
の
場
合
は
、
第
二
百
五
十
条
の
十
三
第
四
項
本
文
の
期
間

二
前
項
第
二
号
イ
の
場
合
は
、
第
一
一
百
五
十
一
条
の
五
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号

I

又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
期
間

三
前
項
第
二
号
ロ
の
場
合
は
、
第
二
百
五
十
一
条
の
五
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る

期
間

３
第
二
百
五
十
一
条
の
五
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
訴
え
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

４
第
一
項
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
四
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
準
用

し
な
い
。

５
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
主
張
及
び
証
拠

の
申
出
の
時
期
の
制
限
そ
の
他
審
理
の
促
進
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
最
高
裁
判
所

規
則
で
定
め
る
。
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◎
公
害
等
調
整
委
員
会
設
置
法

？

（
昭
和
四
十
七
年
六
月
三
日
法
律
第
五
十
二
号
）

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
漣
公
害
等
調
整
委
員
会
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
こ
れ
を
達

成
す
る
た
め
必
要
と
な
る
明
確
な
範
囲
の
所
掌
事
務
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

所
掌
す
る
行
政
事
務
を
能
率
的
に
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
組
織
を
定
め
る
こ
と
を
．

目
的
と
す
る
。

（
設
置
）

の

第
二
条
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
二
項

の
規
定
に
基
づ
い
て
、
総
務
省
の
外
局
と
し
て
、
公
害
等
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委

ａ

員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
任
務
）

第
三
条
委
員
会
は
、
公
害
に
係
る
紛
争
の
迅
速
か
つ
適
正
な
解
決
を
図
る
と
と
も

に
、
鉱
業
、
採
石
業
又
は
砂
利
採
取
業
と
一
般
公
益
又
は
農
業
、
林
業
そ
の
他
の

産
業
と
の
調
整
を
図
る
ほ
か
、
土
地
そ
の
他
の
物
又
は
地
上
権
そ
の
他
の
権
利
の

収
用
又
は
使
用
に
関
す
る
手
続
に
寄
与
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
四
条
委
員
会
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。

一
公
害
に
係
る
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
、
調
停
、
仲
裁
及
び
裁
定
に
関
す
る
こ
と
。

二
鉱
区
禁
止
地
域
の
指
定
に
関
す
る
こ
と
。

三
鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
そ
の
他
の
法
律
及
び
鉱

業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
九
十
二
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
不
服
の
裁
定
を
行
う
こ
と
。

四
士
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項

又
は
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

五
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
に

基
づ
き
委
員
会
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

（
職
権
の
行
使
）

第
五
条
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
な
う
。

（
組
織
）

第
六
条
委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
委
員
六
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

234

委
員
の
う
ち
三
人
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
常
勤
の
委
員
が
、

そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
委
員
長
及
び
委
員
の
任
命
）

第
七
条
委
員
長
及
び
一
劃
尉
圃
１
人
格
が
高
潔
で
識
見
の
高
い
者
の
う
ち
か
ら
、

23
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委
員
長
又
は
委
員
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、

国
会
の
閉
会
又
は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
定
め

る
資
格
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
委
員
長
又
は
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
に
お
い
て
両
議
院
の
事
後
の

承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
議
院
の
事
後
の
承
認

が
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
直
ち
に
、
そ
の
委
員
長
又
は
委
員

を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
期
）

第
八
条
委
員
長
及
び
委
員
の
任
期
は
、
五
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
長

2

又
は
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
閥
と
す
る
。

委
員
長
及
び
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
身
分
保
障
）



第
九
条
委
員
長
及
び
委
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い

て
は
、
在
任
中
、
そ
の
意
に
反
し
て
罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

一
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。

二
禁
鎚
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

三
委
員
会
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
た
と
き
、
又
は
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
長
若
し
く
は
委
員
た
る
に

適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
。

（
罷
免
）

第
十
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
委
員
長
又
は
委
員
が
前
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と

き
は
、
そ
の
委
員
長
又
は
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
長
及
び
委
員
の
服
務
等
）

第
十
一
条
委
員
長
及
び
委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
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は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と
す
る
。

委
員
長
及
び
委
員
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
役
員
と
な
り
、

又
は
積
極
的
に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

委
員
長
及
び
常
勤
の
委
員
は
、
在
任
中
、
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金
銭
上

の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
な
い
、
又
は
内
閣
総
理
大
臣
の
許
可
の
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
報
酬
を
得
て
他
の
職
務
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。

委
員
長
及
び
委
員
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

（
会
議
）

第
十
二
条
委
員
会
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。
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委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
三
人
以
上
の
委
員
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開

毎

き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

巳

委
員
会
が
第
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
に
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
本
人
を
除
く
全
員
の
一
致
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
の
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
条

第
四
項
に
規
定
す
る
常
勤
の
委
員
は
、
委
員
長
と
み
な
す
。

（
規
則
の
制
定
）

第
十
三
条
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
法
律
若
し
く
は
政
令
を
実
施

す
る
た
め
、
又
は
法
律
若
し
く
は
政
令
の
特
別
の
委
任
に
基
づ
い
て
、
公
害
等
調

整
委
員
会
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
公
聴
会
）

第
十
四
条
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
い
て
、
広

く

一
般
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
料
提
出
の
要
求
等
）

第
十
五
条
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
に
対
し
、

資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
技
術
的
知
識
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
査
の
委
託
）

↑
第
十
六
条
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
国
の
他
の
行
政
機
関
、

地
方
公
共
団
体
、
学
校
、
試
験
研
究
所
、
事
業
者
、
事
業
者
の
団
体
又
は
学
識
経

験
を
有
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
調
査
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
会
に
対
す
る
報
告
）

第
十
七
条
委
員
会
は
、
毎
年
、
内
閣
総
理
大
臣
を
経
由
し
て
国
会
に
対
し
所
掌
事

務
の
処
理
状
況
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
概
要
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
。

（
専
門
委
員
）

、

第
十
八
条
委
員
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
、
専
門
委
員
三
十
人
以
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内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

専
門
委
員
は
、
委
員
会
の
申
出
に
基
づ
い
て
総
務
大
臣
が
任
命
す
る
。

専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
に
関
す
る
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

解
任
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専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
．

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
専
門
委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
事
務
局
）

第
十
九
条
委
員
会
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
委
員
会
に
事
務
局
を
置
く
。

2

事
務
局
に
置
か
れ
る
職
員
の
う
ち
に
は
、
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
を

加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
二
十
条
第
十
一
条
第
一
項
（
第
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
・
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

、

◎
公
害
紛
争
処
理
法

（
昭
和
四
十
五
年
六
月
一
日
法
律
第
百
八
号
）
抄

（
仲
裁
委
員
の
指
名
等
）

第
三
十
九
条
中
央
委
員
会
又
は
審
査
会
等
に
よ
る
仲
裁
は
、
三
人
の
仲
裁
委
員
か

234

ら
な
る
仲
裁
委
員
会
を
設
け
て
行
な
う
。

前
項
の
仲
裁
委
員
は
、
中
央
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
又
は
審
査
会
の
委
員

等
の
う
ち
か
ら
、
当
事
者
が
合
意
に
よ
っ
て
選
定
し
た
者
に
つ
き
、
事
件
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
、
中
央
委
員
会
の
委
員
長
又
は
審
査
会
の
会
長
等
が
指
名
す
る
。
た
だ

し
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
選
定
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
中
央
委
員
会
の

委
員
長
及
び
委
員
又
は
審
査
会
の
委
員
等
の
う
ち
か
ら
、
事
件
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ

れ
、
中
央
委
員
会
の
委
員
長
又
は
審
査
会
の
会
長
等
が
指
名
す
る
。

第
一
項
の
仲
裁
委
員
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
は
、
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
二
百
五
号
）
菫
一
章
の
規
定
に
よ
り
、
弁
護
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
第
六
項
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い

る
者
の
う
ち
か
ら
の
指
名
に
係
る
仲
裁
委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
十
六
条
第
六
項
中
「
議
会
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
」
と
あ
る
の
は

「
こ
れ
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
裁
定
委
員
の
指
名
等
）

第
四
十
二
条
の
二
中
央
委
員
会
に
よ
る
裁
定
は
、
三
人
又
は
五
人
の
裁
定
委
員
か
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ら
な
る
裁
定
委
員
会
を
設
け
て
行
な
う
。

前
項
の
裁
定
委
員
は
、
中
央
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
う
ち
か
ら
、
事
件

ご
と
に
、
中
央
委
員
会
の
委
員
長
が
指
名
す
る
。

第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
裁
定
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



日本銀行法（平成g年法律第89号) (抄）

第1章総則

（目的）

第1条日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及

び金融の調節を行うことを目的とする。

2 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる

資金決済の円滑の確保を図妙、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。

（通貨及び金融の調節の理念）

第2条日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図るこ

とを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。
ノ

（日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保）

第3条日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならな

い。

2 日本銀行は､通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明ら

かにするよう努めなければならない。

（政府との関係）

第4条日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであ

ることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常

に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。

（業務の公共性及びその運営の自主性）

第5条日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務

を運営するよう努めなければならない。

2 この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮

されなければならない。

畔

第2章政策委員会

（設置）

第14条日本銀行に、政策委員会（以下この章及び次章において「委員会」という｡）
を置く。

（権限）

第15条次に掲げる通貨及び金融の調節に関する事項は、委員会の議決による。

一第33条第1項第一号の手形の割引に係る基準となるべき割引率その他の割引率



並びに当該割引に係る手形の種類及び条件の決定又は変更

二第33条第1項第二号の貸付けに係る基準となるべき貸付利率その他の貸付利率

並びに当該貸付けに係る担保の種類、条件及び価額の決定又は変更

三準備預金制度に関する法律（昭和32年法律第135号）第4条第1項に規定する

準備率及び基準日等の設定、変更又は廃止

四第33条第1項第三号に規定する手形、債券又は電子記録債権（電子記録債権法

（平成19年法律第102号）第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下こ

の号及び第33条第1項において同じ｡）の売買その他の方法による金融市場調節

（金融市場を通じて行う通貨及び金融の調節（公開市場操作を含む｡）をいう｡）

の方針並びに当該金融市場調節に係る手形、債券又は電子記録債権の種類及び条

件その他の事項の決定又は変更

五その他の通貨及び金融の調節に関する方針の決定又は変更

六前各号に掲げる事項の基礎となる経済及び金融の情勢に関する基本的見解その

他通貨及び金融の調節に関する日本銀行としての見解の決定又は変更

2前項の規定により委員会の議決によるものとされる事項のほか、次に掲げる事項
は、委員会の議決を経なければならない。

一第37条第1項の規定による貸付けの実施及び第38条第2項の規定による業務の
実施

二第39条第1項の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関する重要事
項

三第40条第3項に規定する国際金融面での協力に該当するものとして財務大臣が

定めるもののため行う外国為替の売買の実施、第41条に規定する業務に係る各外

国中央銀行等（同条に規定する外国中央銀行等をいう｡）との取引の開始及び第42
条の規定による取引の実施

四第43条第1項ただし書の規定による認可の申請及び当該認可に係る業務に関す
る重要事項

五第44条第1項に規定する考査に関する契約の内容及び毎事業年度の考査の実施
に関する重要事項

六定款の変更

七業務方法書の作成又は変更

八支店その他の事務所及び代理店の設置、移転又は廃止

九組織及び定員に関する重要事項（前号に掲げるものを除く。）

十第31条第1項に規定する給与等の支給の基準及び第32条に規定する服務に関す
る準則の作成又は変更

十一不動産その他の重要な財産の取得又は処分

十二経費の予算（第51条第1項に規定する経費の予算をいう｡）の作成又は変更、

財産目録、貸借対照表、損益計算書及び決算報告書の作成、剰余金の処分その他
の会計に関する重要事項



十三第54条第・1項に規定する報告書の作成及び第55条に規定する業務概況書の作
成

十四第59条に規定する規程の作成又は変更

十五この法律の規定により委員会が定め、又はこの法律若しくは他の法令の規定
により委員会が行うこととされる事項

十六前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める事項

S委員会は、日本銀行の役員（監事及び参与を除く｡）の職務の執行を監督する。

（組織）

第16条委員会は、委員九人で組織する。

2委員は、審議委員六人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁二人をもってこれに充

てる。この場合において、 日本銀行の総裁及び副総裁は、第22条第1項及び第2項
の規定にかかわらず、それぞれ独立して委員の職務を執行する｡

3委員会に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4議長は、委員会の会務を総理する。

5委員会は、あらかじめ、委員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を
代理する者を定めておかなければならない。

』

第3章役員及び職員

（役員）

第21条日本銀行に、役員として、審議委員六人のほか、総裁一人、副総裁二人、監
事三人以内、理事六人以内及び参与若干人を置く。

（役員の職務及び権限）

第22条総裁は、日本銀行を代表し、委員会の定めるところに従い、日本銀行の業務
を総理する。

2副総裁は、総裁の定めるところにより、日本銀行を代表し、総裁を補佐して日本
銀行の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のと
きはその職務を行う。

s監事は、日本銀行の業務を監査する。

4監事は、監査の結果に基づき必要があると認めるときは、財務大臣、内閣総理大
臣又は委員会に意見を提出することができる。

5理事は、総裁の定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して日本銀行の業務

を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときは総裁の職務を代理し、総裁及び副総
裁が欠員のときは総裁の職務を行う。

6参与は、日本銀行の業務運営に関する重要事項について、委員会の諮問に応じ、
又は必要があると認めるときは、委員会に意見を述べることができる。



（代表権の制限）

第22条の2総裁又は副総裁の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗すること
ができない。

（利益相反行為）

第22条のs 日本銀行と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁又

は副総裁は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は

検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

(役員の任命）

第23条総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て4内閣が任命する。

2蕊委員l主1-経済又は金融に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある

者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命する。

s監事は、内閣が任命する。

4理事及び参与は、委員会の推薦に基づいて、財務大臣が任命する。

S総裁、副総裁又は審議委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国

会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内

閣は､第1項及び第2項の規定にかかわらず､総裁、副総裁又は審議委員を任命す
ることができる。

6前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なけ

ればならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣

は、直ちにその総裁、副総裁又は審議委員を解任しなければならない。

（役員の任期）

第24条総裁、副総裁及び審議委員の任期は五年、監事及び理事の任期は四年、参与

の任期は二年とする。ただし、総裁、副総裁又は審議委員が欠員となった場合にお

ける補欠の総裁、副総裁又は審議委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2総裁、副総裁、審議委員、監事、理事及び参与は、再任されることができる。

爵

（役員の身分保障）

第25条日本銀行の役員（理事を除く｡）は、第23条第6項後段に規定する場合又は

次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任され
ることがない。

一破産手続開始の決定を受けたとき。

ここの法律の規定により処罰されたとき。

三禁銅以上の刑に処せられたとき。

四心身の故障のため職務を執行することができないと委員会（監事にあっては、
委員会及び内閣）により認められたとき。



2 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当
する場合には、当該役員を解任しなければならない。

s前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、委員会からその解任の求

めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。

（役員の行為制限）

第26条日本銀行の役員（参与を除く。以下この条、第31条及び第32条において同

じ｡）は、在任中、次に掲げる行為をしてはならない。

一国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となること。

二政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。

三報酬のある他の職務（役員としての職務の適切な執行に支障がない職務の基準

として第32条に規定する服務に関する準則で定めたものを満たすものと委員会に

おいて認めたものを除く。）に従事する'こと。

四営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。

2 日本銀行の役員が国会又は地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候

補者となったときは、当該役員は、その役員たる職を辞したものとみなす。 。

ｌ
ｊ

（役員及び職員の秘密保持義務）

第29条日本銀行の役員及び職員は､その職務上知ることができた秘密を漏らし、又

は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

（給与等の支給の基準）

第31条日本銀行は、その役員及び職員の報酬（賞与その他の金銭の給付を含む｡)、

給与(賞与その他の金銭の給付を含む｡)及び退職手当(次項において「給与等」と
いう｡）の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを財務

大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様
とする。

2前項に規定する給与等の支給の基準のうち役員に係るものは、特別職の職員の給

与に関する法律（昭和24年法律第252号）の適用を受ける国家公務員の給与及び退

職手当その他の事情を勘案して定められなければならない。

（服務に関する準則）

第32条日本銀行は、その業務の公共性にかんがみ、その役員及び職員の職務の適切

な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務、私企業からの隔離そ

の他の服務に関する準則を定め、これを財務大臣に届け出るとともに、公表しなけ
ればならない。これを変更したときも､同様とする。
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労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
三
十
一

年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

第
二
章
労
働
保
険
審
査
会

第
一
節
設
置
及
び
組
織

（
設
置
）

第
一
一
十
五
条
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
三
十
八
条
及
び
雇
用
保
険

2

法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
再
審
査
請
求
の
事
件
を
取
り
扱
わ
せ

る
た
め
、
厚
生
労
働
大
臣
の
所
轄
の
下
に
、
労
働
保
険
審
査
会
（
以
下

「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

審
査
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
再
審
査
請
求
の
事
件
を
取
り
扱
う

ほ
か
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十

号
）
第
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
事
務
を
取
り
扱
う
。

（
組
織
）

第
二
十
六
条
審
査
会
は
、
委
員
九
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

2

委
員
の
う
ち
三
人
・
は
、
非
常
勤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
任
命
）

第
二
十
七
条
封
副
副
叫
１
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
労
働
問
題
に
関
す

23

る
識
見
を
有
し
、
か
つ
、
法
律
又
は
労
働
保
険
に
関
す
る
学
識
経
験

を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
河
謝
矧
Ⅷ
川
副
割
劉
胤
矧
可
１
創
別
制
矧
馴
対

臣
が
任
命
す
る
。

委
員
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、

国
会
の
閉
会
又
は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
、
両
議
院
の
同
意
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
人
格
が
高
潔
で
あ
っ
て
、
労
働
問
題
に
関
す
る
識
見

を
有
し
、
か
つ
、
法
律
又
は
労
働
保
険
に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す

る
者
の
う
ち
か
ら
、
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
で
、
両
議
院
の

事
後
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

両
議
院
の
事
後
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
厚
生

労
働
大
臣
は
、
そ
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
任
期
）

第
二
十
八
条
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委

23

員
の
任
期
は
へ
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
・

委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
委
員
は
、
後
任
者
が
任

命
さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。



ト

（
職
権
の
行
使
）

第
二
十
九
条
委
員
は
、
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
う
。

（
身
分
保
障
）

第

一

イ

条
委
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除

い
て
は
、
在
任
中
、
そ
の
意
に
反
し
て
罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

一
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。

』
』
。

二
禁
銅
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

三
審
査
会
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
、
又
は
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員

た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
。

（
罷
免
）

第
三
十
一
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
委
員
が
前
条
各
号
の
一
に
該
当
す

る
と
き
は
、
そ
の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
会
長
）

第
三
十
二
条
審
査
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ

2

り
常
勤
の
委
員
の
う
ち
か
ら
定
め
る
。

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
査
会
を
代
表
す
る
。

3

審
査
会
は
、
あ
ら
。力

じ
め
、
会
長
に
故
障
が
あ
る
と
き
に
そ
の
職

務
を
代
理
す
る
常
勤
の
委
員
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
議
体
）

第
三
十
三
条
審
査
会
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
、
審
査
会
が
指
名
す
る

2

者
三
人
を
も
っ
て
構
成
す
る
合
議
体
で
、
再
審
査
請
求
の
事
件
又
は

審
査
の
事
務
を
取
り
扱
う
。

）

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
委
員
の
全
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
合
議
体
で
、
再
審

■

査
請
求
の
事
件
又
は
審
査
の
事
務
を
取
り
扱
う
。

一
前
項
の
合
議
体
が
、
法
令
の
解
釈
適
用
に
つ
い
て
、
そ
の
意
見

が
前
に
審
査
会
の
し
た
裁
決
に
反
す
る
と
認
め
た
場
合

一
一
前
項
の
合
議
体
を
構
成
す
る
者
の
意
見
が
三
説
に
分
か
れ
た
場

〈
ロ

三
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
審
査
会
が
定
め
る
場
合

第
三
十
三
条
の
二
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
合
議
体
を
構
成
す
る

2

者
を
審
査
員
と
し
、
う
ち
一
人
を
審
査
長
と
す
る
。

前
条
第
一
項
の
合
議
体
の
う
ち
、
会
長
が
そ
の
構
成
に
加
わ
る
も

の
に
あ
っ
て
は
、
会
長
が
審
査
長
と
な
り
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ

て
は
、
審
査
会
の
指
名
す
る
委
員
が
審
査
長
と
な
る
。



？．

3

前
条
第
二
項
の
合
議
体
に
あ
っ
て
は
、
会
長
が
審
査
長
と
な
り
、

会
長
に
故
障
が
あ
る
と
き
は
、
第
三
十
一
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

会
長
を
代
理
す
る
常
勤
の
委
員
が
審
査
長
と
な
る
。

小

第
三
十
三
条
の
一
二
第
三
十
三
条
第
一
項
の
合
議
体
は
、
こ
れ
を
構
成

23

す
る
す
べ
て
の
審
査
員
の
、
同
条
第
二
項
の
合
議
体
は
、
六
人
以
上

の
審
査
員
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

第
三
十
三
条
第
一
項
の
合
議
体
の
議
事
は
、
そ
の
合
議
体
を
構
成

す
る
審
査
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
す
る
。

第
三
十
三
条
第
一
一
項
の
合
議
体
の
議
事
は
、
出
席
し
た
審
査
員
の

う
ち
の
五
人
以
上
の
者
の
賛
成
を
も
っ
て
決
す
る
。

（
委
員
会
議
）

第
三
十
三
条
の
四
審
査
会
の
会
務
の
処
理
（
再
審
査
請
求
の
事
件
又

23

は
審
査
の
事
務
の
取
扱
い
を
除
く
。
）
は
、
委
員
の
全
員
の
会
議

（
以
下
「
委
員
会
議
」
と
い
う
。
）
の
議
決
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

委
員
会
議
は
、
会
長
を
含
む
過
半
数
の
委
員
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、

こ
れ
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

委
員
会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、

可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

4

審
査
会
が
第
三
十
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
に
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
出
席
し
た
委
員
の
う
ち
の
本
人
を
除

く
全
員
の
一
致
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
与
）

第
三
十
四
条
委
員
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

（
特
定
行
為
の
禁
止
）

第
三
十
五
条
常
勤
の
委
員
は
、
在
任
中
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

23

該
当
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

。力
｝
」Ｉ

一
国
会
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
そ
の
他
公
選
に

よ
る
公
職
の
候
補
者
と
な
り
、
又
は
積
極
的
に
政
治
活
動
を
す
る

こ
と
。

二
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
報
酬
の
あ

る
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金
銭

上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

非
常
勤
の
委
員
は
、
在
任
中
、
前
項
第
一
号
に
該
当
す
る
行
為
を

し
て
は
な
ら
な
い
。

委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら

な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。



社会保険医療協議会法

（昭和二十五年三月三十一日法律第四十七号）

（設置）

第一条厚生労働省に、中央社会保険医療協議会(以下『中央協議会」 という。 ）を置く。
2各地方厚生局(地方厚生支局を含む。 ）に、地方社会保険医療協議会(以下「地方協議会」
という。 ）を置く。

（所掌事務）

第二条中央協議会は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し､及
び文書をもって答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもって建議することができる。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定による定め、同法第八十
五条第二項の規定による基準、同法第八十五条の二第二項の規定による基準、同法第八十
六条第二項第一号の規定による定め及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十
八条第二項の規定による定めに関する事項

二健康保険法第八十八条第四項の規定による定めに関する事項 ′

三健康保険法第六十三条第二項第三号及び第五号の規定による定め(同項第三号に規定す
る高度の医療技術に係るものを除く。 ）、同法第七十条第一項及び第三項並びに第七十二
条第一項の規定による厚生労働省令、同法第九十二条第二項の規定による基準(指定訪問
看護の取扱いに関する部分に限る。 ）、船員保険法第五十四条第二項の規定による厚生労
働省令、同法第六十五条第十項の規定による厚生労働省令、国民健康保険法(昭和三十三
年法律第百九十二号)第四十条第二項の規定による厚生労働省令並びに同法第五十四条の
二第十項の規定による厚生労働省令に関する事項

2 地方協議会は､保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医及び保険
薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答
申するほか、 自ら厚生労働大臣に、文書をもって建議することができる。

』

（組織）

第三条中央協議会又は地方協議会は、それぞれ、次に掲げる委員二十人をもって組織する。
一健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者
を代表する委員 七人

二医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 七人

三公益を代表する委員 六人

2厚生労働大臣は､地方協議会において特別の事項を審議するため必要があると認めるとき
は、前項各号の規定による委員の構成について適正を確保するように配慮しつつ、臨時委員
を置くことができる。

3厚生労働大臣は､それぞれ中央協議会又は地方協議会において専門の事項を審議するため
必要があると認めるときは、その都度、各十人以内の専門委員を置くことができる。
4委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が任命する。

5厚生労働大臣は､第一項第一号に掲げる委員の任命に当たっては医療に要する費用を支払
う者の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見に､同項第二号に掲げる委員の任命に
当たっては地域医療の担い手の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見に､それぞれ
配慮するものとする。



6 協議会の公益を代表する委員の任命については､両議院の同意を得なければならない

7 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることがで

きないときは、厚生労働大臣は、同項の規定にかかわらず融同項に規定する委員を任命する
ことができる。

8 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場

合において、両議院の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、直ちにその委員を罷免し
なければならない。

9 厚生労働大臣は､第六項に規定する委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認め
る場合又は同項に規定する委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行がある

と認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

10委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

第四条委員の任期は、二年とし、一年ごとに、その半数を任命する。

2委員に欠員を生じたとき新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任さ
れるものとする。

4専門委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

第五条中央協議会及び地方協議会に、それぞれ、公益を代表する委員のうちから委員の選挙
した会長一人を置く。

2 会長は、会務を総理し、それぞれ、中央協議会又は地方協議会を代表する。

3会長に事故があるときは､第一項の規定に準じて選挙された委員が､その職務を代行する。

（会議）

第六条中央協議会及び地方協議会は、正当な理由がある場合を除いては、六月に一回以上開
かなければならない。

第七条中央協議会及び地方協議会は、それぞれ、会長が招集する。

2会長は、厚生労働大臣の諮問があったとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示し

て招集を請求したときは、その諮問又は請求の日から、二週間以内に、それぞれ、中央協議
会又は地方協議会を招集しなければならない。

第八条中央協議会の公益を代表する委員は､会議の日程及び議題その他の中央協議会の運営
に関する事項について協議を行い､中央協議会の第三条第一項第一号及び第二号に掲げる委
員は、その協議の結果を尊重するものとする。

2 中央協議会が､第二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係る答申又は建議を行う場

合には､あらかじめ中央協議会の公益を代表する委員が当該事項の実施の状況について検証
を行い、その結果を公表するものとする。

（雑則）

第九条この法律に定めるもののほか､議事の手続その他中央協議会又は地方協議会の運営に
関し必要な事項は、政令で定める。
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、
貨
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事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八

十
三
号
）
、
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自

動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成

一
一
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
、
海
上
運
送
法
、
内
航
海
運
業
法
（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
、
内
航
海
運
組
合
法
（
昭
和
三
十

二
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
、
港
湾
運
送
事
業
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

律
第
百
六
十
一
号
）
、
港
湾
法
及
び
航
空
法
（
昭
和
一
一
十
七
年
法
律
第

二
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
同
審
議
会
に
諮
る
こ
と
を
要
す
る
事

項
の
う
ち
国
士
交
通
大
臣
の
行
う
処
分
等
に
係
る
も
の
を
処
理
す
る
。

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
国
士
交
通
大
臣

又
は
そ
の
地
方
支
分
部
局
の
長
の
行
う
処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
つ
い

て
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
す
る
場
合
に
は
、
運
輸
審
議
会
に
諮

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
処
分
等
及
び
前
項
に
規
定
す
る
裁

決
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
四
号
に

規
定
す
る
不
利
益
処
分
（
以
下
「
不
利
益
処
分
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）

の
う
ち
、

運
輸
審
議
会
が
軽
微
な
も
の
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

国
土
交
通
大
臣
は
、
運
輸
審
議
会
に
諮
ら
な
い
で
こ
れ
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

4
●

運
輸
審
議
会
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
処
分
等
及
び
第

一
一
項
に
規
定
す
る
裁
決
に
関
し
、
職
権
に
よ
り
、
又
は
利
害
関
係
人
の

申
請
に
基
づ
き
、
国
士
交
通
大
臣
に
対
し
、
必
要
な
勧
告
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
組
織
）

第
十
六
条
運
輸
審
議
会
廷
委
員
六
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

2

委
員
の
う
ち
四
人
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
会
長
）

第
十
七
条
運
輸
審
議
会
に
、
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
っ
て
常

32

勤
の
委
員
の
う
ち
か
ら
こ
れ
を
定
め
る
。

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
運
輸
審
議
会
を
代
表
す
る
。

運
輸
審
議
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
に
そ
の

職
務
を
代
理
す
る
常
勤
の
委
員
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
の
任
命
）

第
十
八
条

2

’
委
員
は
、
年
齢
三
十
五
年
以
上
の
者
で
広
い
経
験
と
高
い
識

見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、

』

！

委
員
の
任
期
が
満
了
し
、
又
は
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
国

会
の
閉
会
又
は
衆
議
院
の
解
散
の
た
め
に
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら



（
委
員
の
服
務
等
）

第
二
十
一
条
委
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
、

又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様
と
す
る
。

２
委
員
は
、
在
任
中
、
政
党
そ
の
他
の
政
治
的
団
体
の
役
員
と
な
り
、

又
は
積
極
的
に
政
治
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
常
勤
の
委
員
は
、
在
任
中
、
国
士
交
通
大
臣
の
許
可
の
あ
る
場
合
を

（
委
員
の
罷
免
）

第
二
十
条
国
士
交
通
大
臣
は
、
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂

行
が
で
き
な
い
と
認
め
る
場
合
又
は
委
員
に
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の

他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、

両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
任
期
）

第
十
九
条
‐
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の

任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２
委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
と
き
は
、
当
該
委
員
は
、
後
任
者
が
任
命

さ
れ
る
ま
で
引
き
続
き
そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

ず
、
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
任
命
後
最
初
の
国
会
で
両
議
院
の
事
後

の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
議
院
の

事
後
の
承
認
を
得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
直
ち
に
そ

の
委
員
を
罷
免
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
常
勤
の
委
員
は
、
他
の
政
府
職
員
の
職
を
兼
ね
て
は
な
ら
な
い
。

（
委
員
の
給
与
）

第
二
十
二
条
委
員
の
給
与
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

除
く
ほ
か
、
報
酬
を
得
て
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営

み
、
そ
の
他
金
銭
上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
。

淫


